
安城市こども計画（案）について

第２回安城市子ども・子育て会議
からの主な変更点
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第４章こども計画の具体的な施策

変更前
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取組01 こども・若者へのこども基本法の周知
取組02 大人への人権啓発活動の推進
取組03 こども基本法やこどもの権利に関する社会気運の

醸成

取組01 こどもの権利に関する理解促進や人権教育の推進
取組02 人権啓発活動の推進

変更後

基本目標１ こどもまんなか社会に向けた気運醸成

施策１ 情報提供・啓発活動の推進



第４章こども計画の具体的な施策
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具体的取組01 こどもの権利に関する理解促進や人権教
育の推進

関連事業等
①人権教育 【学校教育課】
②人権擁護委員による小中学校における人権教室
【市民安全課】

具体的取組02 人権啓発活動の推進

関連事業等

①「こどもまんなか 児童福祉週間」を通じた啓発
【子育て支援課】
②子どもの権利月間を通じた啓発【子育て支援課】
③オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンを通
じた啓発【子育て支援課】
④人権擁護委員による啓発【市民安全課】

変更後



変更前
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基本目標４ こども・若者が希望を持てる社会づくり

第４章こども計画の具体的な施策

変更後



幼稚園や保育園、延長保育や一時保育、放課後児童クラブなどにつ
いて、将来の利用人数の見込みを算出し、見込みに基づいた供給体
制の確保方策を掲げる計画。

計画期間における
「量の見込み」を算出

「幼児期の学校教育・保育」と「地域の子ども・子育て支援事業」

保育所等の「供給体制の確保」
を計画する
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第5章子ども・子育て支援事業計画

 子ども・子育て支援法
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第5章子ども・子育て支援事業計画

主な変更点

①「量の見込み」と「確保量」
→(例)「利用見込み」と「利用可能数」
などの表現に変更

②国が【「量の見込み」の算出等の考え方】改定
→算出方法が示されたものについて変更
(例)産後ケア事業



変更前
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第５章子ども・子育て支援事業計画

1 利用者支援事業（妊婦等包括相談支援事業型）

変更後

9 妊婦等包括相談支援事業



変更前
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14 産後ケア事業

第５章子ども・子育て支援事業計画

変更後



変更前
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18 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

第５章子ども・子育て支援事業計画

変更後



変更前
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8 養育支援訪問事業
第５章子ども・子育て支援事業計画

変更後



変更後
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8 養育支援訪問事業

第５章子ども・子育て支援事業計画

こども家庭センターを設置し、合同ケース会議の開催
など母子保健部門と児童福祉部門がこれまで以上
に連携し、支援する体制が整備されたため、
大幅に増加。



変更前
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10 一時保育・一時預かり事業

第５章子ども・子育て支援事業計画



変更後
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10 一時保育・一時預かり事業

第５章子ども・子育て支援事業計画



変更前
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16 児童育成支援拠点事業

第５章子ども・子育て支援事業計画

変更後
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第５章子ども・子育て支援事業計画
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第５章子ども・子育て支援事業計画

【事業内容】
子どもを守る地域ネットワークとして、要保護児童対策地域協
議会が児童虐待防止について地域住民への周知を図る事業です。

【確保方策】
安城市虐待等防止地域協議会（要保護児童対策地域協議会）を
中心に、児童虐待防止に関する情報を掲載した資料等を作成・配
布し、周知を図ります。
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第５章子ども・子育て支援事業計画
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第６章計画の推進体制

（３） 愛知県や近隣市町との連携
支援が必要なこども・若者に関する施策など、広域的な対応が
望ましいものについて、愛知県や近隣市町との連携を強化します。
また、特定子ども・子育て支援施設等の確認や指導監督等につ
いては、愛知県に対し、施設等の運営状況、監査状況等の情報提
供、立入調査への同行、是正指導等の協力を要請する等により適
切な取組を進めていきます。



こども施策に係る事業等索引
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・募集期間
令和6年12月16日(月)～令和7年1月14日(火)

・計画（案）の配布
各公共施設
ワークショップに参加いただいた高校
※市公式ウェブサイトにも掲載

・ご意見の提出方法
持参、郵送、ファクス、Eメール、あいち電子申請

パブリックコメント



今後のスケジュール

日付 内容

１２月１６日（月）
～１月１４日（火） パブリックコメント

２月１８日（火） 子ども・子育て会議
（答申）

４月１日（月） 計画の施行

21


